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l| パブリック・コ国ヌント実施のお知らせ�  

総合振興計画は、市政運営の最も基本的かつ総合的な指針となる計画です。現在の総合振興計画であ る� 

r2 0 2 0さいたま義金のまちプラ ンjの計画期聞が令和� 2 (2020)年度をもって満了となる ことから、

杏亨では、令和� 3 (2021)年度からスター トする新しい総合振興計画である� r(仮称) 2 0 3 0さいたま

希望のまちフランjの策定を進めています。

このたび、そのうちの「基本計画」の素案について、パブリック ・コメ ン卜を実施いたしますので、

ご意見をお寄せ ください。

誰もが住んで良か った、住み続 けたいと 思 える都市を目指して、� 21世紀半ば、(おおむね令和32 

(2050)年頃) のさいたま市の姿を見据えつつ、今後10年の市政運営の最も基本的かつ総合的な

指針として策定する計画です。この計画を基 に、多様 な取組を実 施 していきます。

中長期的な視点から 目指すべき将来都市像 や、その実現に向けた政策 と施 策を総合的・ 体 系的に

示した「基本計画jと、 基本計画の施策 を実現す るための具体的な事業を定める「実施計画Jの� 

2層 から構成され ます。計画期間は、 基本計画は� 10年、実施計画は�  5年としています。

【 (仮称) 2 0 3 0さいたま希望
ゅ の

のまちプランの体系】

目指すべき将来都市像や、その実現に向けた政策

と施策を総合的 ・体系的に示す部分です。
 計画期間� 10年

基本計画の施策を実現するための具体的な事
業を定める部分です。

実施計画
計画期間� 5年

※今回は基本計画についてパブリック ・コメン卜を実施します。

基本計画は 「第� 1部 新 たな都市づくりに向 けてj、 「第� 2部 計画の構成と推進」、

「第� 3部各分野の政策と 施策J、 「第 4部 各区の特性と将来像」、 「第 5部 質 の高 い

都市経営の実現Jの� 5部から構成されています。

(仮称) 2 030さいたま希望
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のまちプランの基本計画の概要] 

121世紀半ば(おおむね令和32(2050)年頃)を見鋸えて、本市が目指すべき将来都市像� 

「文化J、

固
 将来都市像 ... として、� .‘ 「上質な生活都市J、 「東日本の中枢都市jの2つを示しています。� 
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達成に貰献

地方虐IJ生の視点も踏まえ、直面する 「課題」に迅速に対応し、 「魅力Jを生かして成� 
J長日一一発蛾楓展臥し…てれい<川く仕た……の…机一…てれ吋し叶まL'

11--E重点戦略
将寺来都市像の実現に向けて、 「コミュニティ 人権 多文化共生」 、 「環境」 、 「健� 

E康・スポーツJ、 「教育j、 「生活安全」、 「福祉」 、 「子ども ・子育て」、
「都市インフラ」、 「防災 消防」、 「経済 ・産業」の11の分野について、政策と施策
を総合的 ・体系的に示しています。蕗 I~ て般協

連携
地域の特性を生かし、区民の声を聞きながら、区民と行政が共に地域のまちづくりを進
めるため、 10区の将来像とまちづくりのポイン卜などを示しています。

下支え固� | 針印…野恥の岬政蹴…策と施…的� 効械捌仇果鮒…的仰』は市悶一民と川行倣…政の協伽基駄本と山し口て U
質の高い都市経営の実現.� ~ ための「市民協働・公民連携」 、 「高品質経営市役所Jに関する政策と施策を総合的� 
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系的に示しています。� 
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パブリック・コメントの実施概要� 

1.意見募集期間
令和� 2年� 7月� 1日(水)---令和� 2年� 7月31日(金)

※郵送の場合は、当日消印有効� 

2.公表資料
口 「さいたま市総合振興計画基本計画(素案)� J※閲覧・貸出用


口 「さいたま市総合振興計画基本計画(素案)概要版」※配布用
 

3.資料の公表場所
口都市戦略本部都市経営戦略部窓口(さいたま市役所� 5階)


口各区役所情報公開コーナー


口さいたま市ホームページ


トップページ� (URLhttos://www.citv.saitama.ioj) >市政情報>広聴 ・市民参加 ・アンケー 卜

>パブリック ・コ メント>意見募集中の計画等>� Iさいたま市総合振興計画基本計画(素案)� I 


口このほか、各コミュニティセンタ一、各公民館、各図書館に概要版をご用意しております。
 

4.計画の検討状況
口これまで、ワークショップなど市民参加の取組や、市民・関係団体代表者・学識経験者からなる

審議会での審議等を進めてきました。

検討状況の詳細は、市ホームページでご覧になれます。

トップページ>市政情報>政策 ・財政>計画 ・構想>次期総合振興計画の策定に向けて� 

5.意見提出方法
口郵便・持参・ファックス

意見提出用紙(または任意の様式) に氏名 ・住所 ・連絡先とご意見をご記入の上、パプ、リック・

コメン卜専用封筒(切手不要) に入れてご郵送いただくか、 下記担当へご提出 ください。

インターネ ッ卜によ り、さいたま市ホームページ内の 「ご意見入力 フォーム」から、

ご意見をお寄せいただくこ ともでき ます。

※電話など口頭でのご意見は、お受けできませんのでご了承ください。

※ご意見への個別回答はいたしませんが、令和� 2年� 9月頃に、こ*意見に対する「市の考え方」をまとめ、公表する予定です。

※記入していただいた個人情報は、さいたま市個人情報保護条例に基づいて厳重に管理し、ご意見について確認が必要な場合にのみ

利用します。結果を公表する際も、ご意見以外の内容は公表いたしません。� 

V担当
郵便番号 3 3 0 -9 588 
住 所 さいたま市浦和区常盤� 6-4-4
所属 都市戦略本部都市経営戦略部総合政策担当(さいたま市役所� 5階)� 

電話�  o4 8 -8 2 9 -1 035 
F A X o4 8 -8 2 9 -1 997 

※市内からご意見を送付される際は、フリーダイヤル� o1 20 -3 1 0 -4 4 8をご利用 ください。� 

Eメール� tosh i-keiei@city.saitama.lg.jp 

このチラシは41，000部作成し、� 1枚当たりの経費は� 5円です。


